
妙高市農業集落排水事業 経営戦略 

 

 

第１章 経営戦略の概要 

 

１．目的 

 農業集落排水は、市民の快適な生活環境の維持・向上と、公共用水域の水質保全のために必

要な施設であり、将来に渡り安定的に事業を継続していくために、妙高市農業集落排水事業経

営戦略（以下、「本経営戦略」という。）を策定します。 

 

２．期間 

本経営戦略の期間は、平成 29年度から平成 38年度の 10年間とします。 

 経営状況の変化に対応するため、ＰＤＣＡサイクルに基づく検証を行い、必要に応じて見直

しを行います。 

 

３．現状と課題 

（１）農業集落排水事業の現状 

  農業集落排水は計画した面的整備が終了したことから、処理場や管路の適正な維持管理に

努めています。 

近年は、水上地区の公共下水道への編入、少子高齢化の影響などによる人口減少や、市民

の節水意識の高まりなどから、処理量は減少しています。 

 

 H23 H24 H25 H26 H27 5ヵ年増減 

処理区域内人口（人） 4,929 4,836 4,785 4,688 4,647 △5.7% 

水 洗 化 人 口（人） 4,428 4,380 4,362 4,264 4,279 △3.4% 

処  理  量（㎥） 426,683 426,468 422,800 423,770 418,467 △1.9% 

※公共下水道事業に編入した水上地区分を除く。 
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（２）農業集落排水施設 

  現在、2 つの処理場で汚水を処理していますが、このうち、斐太クリーンセンターは建設

から 20年近く経過しているため、今後、更新時期を迎えます。 

更新には多額の費用がかかることから、汚水処理の全体計画を見直し、効率的な施設運営

を図るための統合やダウンサイジングを検討する必要があります。 

 

＜新井区域＞ 

下水排除方式 分  流  式 

計画面積 245.0 ha 

汚水処理場 斐太クリーンセンター 

汚水処理能力 1,134㎥／日 

管路延長 53,892 m 

マンホールポンプ数 9基 

供用開始 平成 10年 5月 

 

＜妙高区域＞ 

下水排除方式 分  流  式 

計画面積 100.0 ha 

汚水処理場 妙高浄化センター 

汚水処理能力 538㎥／日 

管路延長 20,447 m 

マンホールポンプ数 15基 

供用開始 平成 18年 3月 

 

（３）災害・危機管理対策 

  農業集落排水は市民生活に欠くことのできない重要なライフラインであることから、災害

が発生した場合も、汚水処理を停止することは極力避けなければなりません。 

  このため、「危機管理マニュアル」を策定し、応急対策を円滑に行えるようにするととも

に、有収率の低い地域での管渠内の点検調査を実施します。今後も引き続き、施設の耐震化

や更新を取り組む必要があります。 

 

（４）経営 

  計画していた面的整備は終了し、投資額の早期回収が課題となっています。 

  また、適正な受益者負担による財源確保を図るため、平成 27 年度に農業集落排水施設使

用料の改定を行いましたが、今後も概ね 3年毎に見直す必要があります。 

 

 



（５）組織体制 

  企業会計職員を削減してきており、現在、農業集落排水事業会計の職員は 1 人で、ガス、

水道、下水道事業会計職員と一体的に事業を運営しています。 

また、一般会計部局との人事異動があり、技術の継承が困難な状況が見込まれ、今後は事

業を円滑に行うため、組織体制を見直す必要があります。 

 

 

第２章 経営方針 

 

 農業集落排水事業の経営環境は、人口減少などにより処理量と使用料収入が減少する一方で、

今後は更新時期を迎える施設が増加し、より一層厳しくなると見込んでいます。 

このような状況の中、事業を継続するため、次の基本方針に基づき事業経営に取り組みます。 

 

１．持続可能な事業の構築 

 ①将来に渡り安定した事業を構築するため、経営戦略を策定し、ＰＤＣＡサイクルによる検

証結果を経営に反映させます。 

 

２．災害に強く安心・安全・安定したライフラインへの転換 

 ①施設の統合やダウンサイジングを進めます。 

 ②震災時の破損リスクの高い経年管は、計画的な更新、メンテナンスを行います。 

 

３．健全経営を維持するための収入の確保 

 ①経営の安定化に資するため、農業集落排水施設使用料について、費用に対する回収率を検

証し、定期的に見直しを行います。 

 ②接続率が低い地域に対しての周知を徹底し、水洗化率の向上に取り組みます。 

 ③人口減少による需要の減少を補い、収入の維持・増加を図るため、需要の拡大に取り組み

ます。 

 

 

第３章 投資・財政計画 

 

 （別紙） 

 

 

 

 

 

 



第４章 効率化・経営健全化の取り組み 

 

１．人材確保 

現在ガス、水道、下水道事業会計職員が協同し、事業を運営していますが、今後は下水道事

業との会計統合や施設の維持管理には専門的な知識と経験が必要なことから、職員間の技術継

承や研修などにより、事業に精通した職員の育成に取り組みます。 

 

２．民間活用 

 業務の効率化や経費削減のため、これまでも施設の維持管理や検針業務について民間へ委託

しています。 

 今後も、より効率的なサービスの提供ができるよう、民間委託の拡大を検討します。 

 

３．経営基盤の強化 

汚水を処理する公共下水道事業は、現在、別の会計となっていますが、今後は維持管理や資

金管理の面で更なる効率化を図ることが必要なことから、公共下水道と農業集落排水の会計統

合を検討します。 

 

４．情報公開 

 市の広報誌やホームページにおいて、財務状況や料金の改定などを公表していますが、今後

も農業集落排水事業への理解と協力が得られるよう、情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



投資・財政計画（補足説明） 

 

【投資計画】 

 計画した整備が終了していることから、維持管理が中心となり、老朽化する汚水処理施設に

ついても、処理区域を公共下水道区域に編入することにより、廃止する計画であるため、今後

10年間においては、大きな建設事業の計画はありません。 

 

 

 

【財政計画】 

 処理量と使用料収入が減少する中で、過去の建設投資に係る多額の企業債償還があるため、

厳しい財政状況が見込まれます。 

 このため、徹底した経費節減と経営の効率化を図るとともに、農業集落排水施設使用料の定

期的な見直しや、一般会計から適正な補填を受けるほか、他会計から長期の借入を受ける計画

とします。 

 



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画(農業集落排水事業）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 78,401 82,542 79,458 85,870 84,465 83,082 89,793 87,595 85,457 91,539 89,312 87,144
(1) 78,401 79,909 78,408 84,819 83,414 82,031 88,742 86,544 84,406 90,488 88,261 86,093
(2) (B)
(3) 2,633 1,050 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051
２． 284,154 280,613 277,545 274,491 266,924 253,029 249,327 247,014 244,919 239,958 236,098 225,635
(1) 185,229 180,745 179,990 177,874 172,065 169,583 167,953 166,229 164,199 159,238 154,356 142,547

179,622 175,616 176,463 175,178 170,314 168,978 167,617 166,229 164,199 159,238 154,356 142,547
5,607 5,129 3,527 2,696 1,751 605 336

(2) 98,647 98,488 96,302 95,364 93,606 82,193 80,121 79,532 79,467 79,467 80,489 81,835
(3) 278 1,380 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253

(C) 362,555 363,155 357,003 360,361 351,389 336,111 339,120 334,609 330,376 331,497 325,410 312,779
１． 257,530 273,105 265,946 263,890 263,972 244,177 241,092 241,310 240,723 240,484 240,502 239,837
(1) 7,691 9,434 8,684 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683

3,663 4,151 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890
1,395 1,295 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781
2,633 3,988 4,013 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012

(2) 63,079 76,808 70,526 68,435 68,461 68,513 68,350 68,616 68,379 68,084 68,091 68,497
11,710 12,613 11,646 11,649 11,649 11,649 11,649 11,649 11,649 11,649 11,649 11,649
12,725 16,368 13,474 12,065 11,992 12,065 11,992 12,065 11,992 12,065 11,992 12,065

38,644 47,827 45,406 44,721 44,820 44,799 44,709 44,902 44,738 44,370 44,450 44,783
(3) 186,760 186,863 186,736 186,772 186,828 166,981 164,059 164,011 163,661 163,717 163,728 162,657
２． 69,743 66,715 62,122 57,481 52,832 48,513 43,956 39,293 34,573 29,781 25,131 20,493
(1) 68,412 64,143 59,752 55,269 50,706 46,105 41,444 36,716 31,913 27,127 22,455 17,948
(2) 1,331 2,572 2,370 2,212 2,126 2,408 2,512 2,577 2,660 2,654 2,676 2,545

(D) 327,273 339,820 328,068 321,371 316,804 292,690 285,048 280,603 275,296 270,265 265,633 260,330
(E) 35,282 23,335 28,935 38,990 34,585 43,421 54,072 54,006 55,080 61,232 59,777 52,449
(F) 17,920
(G)
(H) 17,920

53,202 23,335 28,935 38,990 34,585 43,421 54,072 54,006 55,080 61,232 59,777 52,449
(I) 481,060 41,930 5,264 4,199 517 5,759 4,624 10,371 12,408 13,123 13,021 11,351
(J) 228,252 185,411 146,747 113,000 85,000 81,000 84,000 83,000 81,000 78,000 74,000 67,000

2,044 2,073 1,932 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
(K) 308,907 309,622 314,621 315,000 321,000 324,000 329,000 333,000 331,000 332,000 317,000 290,000

223,655 227,947 232,330 232,877 238,385 241,999 246,708 250,233 248,700 249,272 235,199 207,495

14,777 11,011 11,610 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 78,401 82,542 79,458 85,870 84,465 83,082 89,793 87,595 85,457 91,539 89,312 87,144

(N)

(O)

(P)

収 入 計

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

他 会 計 補 助 金

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

基 本 給
退 職 給 付 費

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

流 動 資 産

×100

流 動 負 債

収

益

的

収

入

そ の 他

支 払 利 息
そ の 他

営 業 費 用

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

）

う ち 未 収 金

収

益

的

収

支

う ち 未 払 金

特 別 損 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

職 員 給 与 費

経 費

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

そ の 他

補 助 金

本年度

長 期 前 受 金 戻 入

30年度 37年度 38年度36年度32年度 35年度31年度 33年度 34年度

(（L）/（M）×100)

そ の 他 補 助 金

(A)-(B)

営 業 外 費 用

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

収

益

的

支

出

(E)+(H)

特 別 利 益

(F)-(G)

(C)-(D)

減 価 償 却 費

う ち 建 設 改 良 費 分

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

支 出 計

累 積 欠 損 金 比 率 （

経 常 損 益

う ち 一 時 借 入 金



様式第2号(法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画(農業集落排水事業）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１．

２．

３． 64,422 65,660 66,921 68,206 69,517 70,852 72,214 73,602 75,016 76,458 77,928 70,874

４．

５． 10,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000

６． 13,233 12,917 8,961 7,317 4,137 1,531 864

７．

８．

９．

(A) 77,655 78,577 75,882 75,523 83,654 112,383 113,078 113,602 115,016 106,458 107,928 100,874

(B)

(C) 77,655 78,577 75,882 75,523 83,654 112,383 113,078 113,602 115,016 106,458 107,928 100,874

１． 43 3,171 3,450 3,342 3,342 3,342 3,342 3,342 3,342 3,342 3,342 3,342

２． 205,179 207,657 211,947 216,330 216,877 221,385 225,999 230,708 234,233 231,700 229,272 212,199

３． 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 17,000 16,000 16,000 16,000 17,000 20,000 23,000

４．

５．

(D) 221,222 226,828 231,397 235,672 236,219 241,727 245,341 250,050 253,575 252,042 252,614 238,541

(E) 143,567 148,251 155,515 160,149 152,565 129,344 132,263 136,448 138,559 145,584 144,686 137,667

１． 143,567 138,251 85,515 97,477 93,222 84,788 83,938 84,479 84,194 84,250 83,239 80,822

２． 12,672 29,343 44,556 48,325 51,969 54,365 61,334 61,447 56,845

３．

４． 10,000 70,000 50,000 30,000

(F) 143,567 148,251 155,515 160,149 152,565 129,344 132,263 136,448 138,559 145,584 144,686 137,667

(G) 101,000 85,000 69,000 53,000 47,000 70,000 94,000 118,000 142,000 155,000 165,000 172,000

(H) 3,184,454 2,976,797 2,764,850 2,548,520 2,331,643 2,110,258 1,884,259 1,653,551 1,419,318 1,187,618 958,346 746,147

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

179,622 175,616 176,463 175,178 170,314 168,978 167,617 166,229 164,199 159,238 154,356 142,547

179,622 175,616 176,463 175,178 170,314 168,978 167,617 166,229 164,199 159,238 154,356 142,547

64,422 65,660 66,921 68,206 69,517 70,852 72,214 73,602 75,016 76,458 77,928 70,874

64,422 65,660 66,921 68,206 69,517 70,852 72,214 73,602 75,016 76,458 77,928 70,874

244,044 241,276 243,384 243,384 239,831 239,830 239,831 239,831 239,215 235,696 232,284 213,421

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

純 計

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 資 本 費 平 準 化 債

37年度34年度 35年度 36年度本年度 30年度 31年度 32年度 38年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

計

計

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

33年度

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

補

塡

財

源

資

本

的

収

支

(E)-(F)

企 業 債 償 還 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

計

補 塡 財 源 不 足 額

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

本年度 30年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

31年度

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

合 計

(A)-(B)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

資 本 的 収 支 分

38年度33年度 34年度 35年度 36年度

損 益 勘 定 留 保 資 金

37年度32年度
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